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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の架空送電線間に設置される相間スペーサにおいて、
　一方の前記架空送電線を把持するクランプと、前記相間スペーサの全長を調整する長さ
調整金具部と、前記架空送電線間の所定の絶縁距離を保持する碍子部と、他方の前記架空
送電線を把持するクランプとを有し、
　前記長さ調整金具部は、前記一方の前記架空送電線を把持するクランプと連結される雄
ねじ構造を有する雄ねじ部と、前記碍子部と連結される雌ねじ構造を有する雌ねじ部とか
ら成り、
　前記碍子部は、前記他方の前記架空送電線を把持するクランプと連結し、
　前記長さ調整金具部は、前記一方の前記架空送電線を把持するクランプを前記相間スペ
ーサの長手方向に前進又は後退させて、前記相間スペーサの全長を調整することを特徴と
する相間スペーサ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、架空送電線間に配設される相間スペーサに係り、より詳しくは、架空送電線
の相間距離の調節が可能な相間スペーサに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　交流電力を鉄塔などに設置された架空送電線により送電する場合、例えば、３相交流を
送電する３本の架空送電線は、互いに接触しないように各相間には相間スペーサが取付け
られる。これにより、各相間は送電電圧に応じた所定の距離に保持され、強風などによる
接触事故を事前に防止することができる。
【０００３】
　図２は、従来の相間スペーサの構成を示す構成図である。図２において、相間スペーサ
２００は、一方の架空送電線を把持するクランプ１０－１と、相間スペーサ全長を調整す
る金具部５０と、電線間の所定の絶縁距離を保持する碍子部２０と、他方の架空送電線を
把持するクランプ１０－２とが、図に示されるように、一連に組み合わされて構成されて
いる。
【０００４】
　相間スペーサ２００の全長は、事前に鉄塔の装注寸法から取り付け箇所の相間距離が計
算され、その相間距離に合う全長になるように金具部５０の長さが決定されて、相間スペ
ーサ２００が製作されている。このように、相間スペーサ２００が製作された後に、金具
部５０自身の長さを調整することは、不可能であった。
【０００５】
　特許文献１には、それぞれが各架設送配電線を把持する一対の把持部と、把持部を連結
支持する所定の長さを有する連結部とを備え、各把持部は、各架設送配電線を保持可能な
保持孔を形成する保持部を含む一対に腕部と、各腕部の一端を回動可能に支持する支軸と
、各腕部の他端を互いに係止可能に指示する係止部とを有し、保持部は、それぞれが各架
設送配電線を挟持する挟持面を有する一対の挟持部材を備え、挟持面は、切りかぎ状に形
成される、旨の記載がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－１６６８５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、その目的は、複数の
架空送電線の相間距離を任意に調節可能な相間スペーサを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の相間スペーサは、複数の架空送電線間に設置される相間スペーサにおいて、一
方の架空送電線を把持するクランプと、相間スペーサの全長を調整する長さ調整金具部と
、架空送電線間の所定の絶縁距離を保持する碍子部と、他方の架空送電線を把持するクラ
ンプとを有し、長さ調整金具部は、一方の架空送電線を把持するクランプと連結される雄
ねじ構造を有する雄ねじ部と、碍子部と連結される雌ねじ構造を有する雌ねじ部とから成
り、前記碍子部は、前記他方の前記架空送電線を把持するクランプと連結し、前記長さ調
整金具部は、前記一方の前記架空送電線を把持するクランプを前記相間スペーサの長手方
向に前進又は後退させて、前記相間スペーサの全長を調整することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ねじ構造により架空送電線間の距離を任意に調節可能とするため、相
間距離の事前検討が不要となる。また鉄塔の建替えによる相間距離の変化に対応できるた
め、新たに相間距離を計算して相間スペーサを製作することが不要となり、且つ、架空送
電線のギャロッピングなどにより発生する相間スペーサへのねじれ荷重を無くすことがで
きる相間スペーサを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
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【図１】本発明による相間スペーサの構成を示す構成図。
【図２】従来の相間スペーサの構成を示す構成図。
【発明を実施するための形態】
【実施例】
【００１１】
　本発明の実施の形態について、図を用いて説明する。図１は、本発明による相間スペー
サの構成を示す構成図である。図１において、相間スペーサ１００は、一方の架空送電線
を把持するクランプ１０－１と、相間スペーサの全長を調整する長さ調整金具部３０と、
架空送電線間の所定の絶縁距離を保持する碍子部２０と、他方の架空送電線を把持するク
ランプ１０－２とを有している。
【００１２】
　また、長さ調整金具部３０は、一方の架空送電線を把持するクランプと連結される雄ね
じ構造を有する雄ねじ部３４と、碍子部と連結される雌ねじ構造を有する雌ねじ部３２と
から構成される。
【００１３】
　このように、相間距離の事前検討が不要となる他、鉄塔の建替え等により、架空送電線
の相間距離に変動が生じた場合、長さ調整金具部３０のねじ構造により架空送電線間の距
離に合わせて任意に調節が可能となる。すなわち図１において、雄ねじ部３４を矢印Ａ方
向に回転させ、クランプ１０－１を矢印Ｂ方向に前進又は後退させて、架空送電線間の距
離に合わせた調節が可能となる。このため、新たに相間距離を計算して相間スペーサを製
作することが不要となる。また、架空送電線のギャロッピング等により発生するねじれ荷
重は、当該ねじ構造により吸収されるため、ねじれ荷重による相間スペーサの破損を防止
することができる。
【符号の説明】
【００１４】
　　　　１０－１、１０－２　クランプ部
　　　　２０　碍子部
　　　　３０　長さ調整金具部
　　　　３２　雌ねじ部
　　　　３４　雄ねじ部
　　　　４０　係止部
　　　　４２　締付ボルト
　　　　５０　金具部
　　　１００　本発明の相間スペーサ
　　　２００　従来の相間スペーサ
　　　　　Ａ　回転方向矢印
　　　　　Ｂ　直進方向矢印
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